
学校・家庭・地域の連携協力推進事業

（ 新 規 ）
21年度予定額 １４,２６１百万円

１．事業の要旨
改正教育基本法第１３条（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）の

規定を踏まえ、それぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組
む体制づくりを目指し、地域の実情に応じた学校・家庭・地域の連携協力のた
めの様々な具体的仕組みを促進し、社会全体の教育力の向上を図る。

２．事業の内容

（１）放課後子ども教室推進事業
すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を

設け、地域の方々の参画を得て、学習活動やスポーツ・文化芸術活動、地域住
民との交流活動等の機会を提供する取組を支援する。

（２）学校支援地域本部事業
地域住民がボランティアとして学校の教育活動を支援する「学校支援地域本

部」を設置し、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを支援する。

（３）家庭教育支援基盤形成事業
身近な地域における家庭教育支援を広く実施するため、「家庭教育支援チー

ム」の定着を図るとともに、持続可能な支援を行うための地域人材を養成し、
多くの親が集まる様々な機会を活用して学習機会を提供する。

（４）スクールソーシャルワーカー活用事業
教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、

児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて、支援を行うスクールソーシャル
ワーカーを配置し、教育相談体制の整備を支援する。

（５）スクールカウンセラー等活用事業
児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカ

ウンセラーや児童が気軽に相談できる相談相手として「子どもと親の相談員」
等を配置するとともに２４時間体制の電話相談を実施し、教育相談体制の整備
を支援する。

（６）地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業
スクールガード・リーダーによる巡回・学校や学校安全ボランティアに対す

る警備のポイント等の指導、学校安全ボランティアの養成のほか、新たに、各
地域における子どもの見守り活動に対する支援を行う。

※各事業とも補助率は１／３



事業の内容

改正教育基本法第１３条（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）の規定を踏まえ、それぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体
で教育に取り組む体制づくりを目指し、地域の実情に応じた学校・家庭・地域の連携協力のための様々な具体的仕組みを促進し、社会全体の
教育力の向上を図る。【補助事業：補助率1/3】

学校・家庭・地域の連携協力推進事業
（ 新 規 ）
平成21年度予定額 14,261百万円

すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの活動拠
点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、学習活動やスポ
ーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動等の機会を提供す
る取組を支援する。
【箇所数】15,000箇所

放課後子ども教室推進事業

地域住民がボランティアとして学校の教育活動を支援する
｢学校支援地域本部｣を設置し、地域全体で学校教育を支援す
る体制づくりを支援する。
【箇所数】3,400箇所

学校支援地域本部事業

スクールガード・リーダーによる巡回・学校や学校安全ボラ
ンティアに対する警備のポイント等の指導、学校安全ボランテ
ィアの養成のほか、新たに、各地域における子どもの見守り活

動に対する支援を行う。

【箇所数】スクールガード・リーダーを小学校5校に1人
（2,900人→4,500人）

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有
するスクールカウンセラーや児童が気軽に相談できる相談相手
として｢子どもと親の相談員｣等を配置するとともに24時間体制
の電話相談を実施し、教育相談体制の整備を支援する。

【箇所数】スクールカウンセラーの配置
小学校(1,105校→3,650校)、中学校(10,077校) 等

スクールカウンセラー等活用事業

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識
・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて、
支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体
制の整備を支援する。
【箇所数】65県市 1,040人

スクールソーシャルワーカー活用事業

身近な地域における家庭教育支援を広く実施するため、｢家
庭教育支援チーム｣の定着を図るとともに、持続可能な支援を
行うための地域人材を養成し、多くの親が集まる様々な機会を
活用して学習機会を提供する。
【箇所数】1,800地域

家庭教育支援基盤形成事業
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